
一
頁

○
総
務
省
令
第
九
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
電
波
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
章
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
三
年
三
月
一
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

無
線
設
備
規
則

第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
四
項
第
一
号
中
「
二
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
」
を
「
一
〇
〇

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

ミ
リ
ワ
ッ
ト

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

二
デ
シ
ベ
ル

〇
デ
シ
ベ
ル

た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と

き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



二
頁

５

第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す

る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
四
項
第
一
号
中
「
二
〇

」
を
「
一
〇
〇

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

ミ
リ
ワ
ッ
ト

ミ
リ
ワ
ッ
ト

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

二
デ
シ
ベ
ル

〇
デ
シ
ベ
ル

た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と

き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す

る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
四
項
第
一
号
中
「
二
〇

」
を
「
一
〇
〇

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

ミ
リ
ワ
ッ
ト

ミ
リ
ワ
ッ
ト

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

二
デ
シ
ベ
ル

〇
デ
シ
ベ
ル



三
頁

た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と

き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
の
六
の
五

５

第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す

る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ハ
及
び
ホ
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。

空
中
線
電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一

送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ

二
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中

線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



四
頁

一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及
び
空
中
線

三
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電
波
の
発
射

を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
自
動
的

に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

５

第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す

る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
（
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
次
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



五
頁

一

送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及
び
空
中
線

系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電
波
の
発
射

を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
自
動
的

に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
条

６
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
号
に
限
る
。
）
に

規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。



六
頁

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
ハ
並

び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及
び
空
中
線

系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電
波
の
発
射

を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
自
動
的

に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
条

件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
号
に
限
る
。
）
に



七
頁

規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の

二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三

か
ら
第
四
十
九
条
の
六
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設

備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
か
ら
第
四
十
九

条
の
六
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合

証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。



八
頁

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
五
年
郵
政
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

４

附
則
第
二
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

５

附
則
第
二
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
郵
政
省
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

６

附
則
第
二
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

７

附
則
第
二
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

８

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

９

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項



九
頁

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

10

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二

第
三
十
八
条
の
二
の
二

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

11

附
則
第
五
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

12

附
則
第
四
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

13

附
則
第
三
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項


